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平成27年５月19日
第 ３ ６ ９ ４ 号

　　　　告　　　示（第504号－第505号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………１

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………１

　　　　公　　　告

○県営土地改良事業計画の決定 （農村森林整備課）……………２

○落札者等の公示 （総合政策課）……………２

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………２

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………３

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………３

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………３

○指定介護老人福祉施設の指定 （介護保険課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………４

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………４

○落札者等の公示 （情報政策課）……………４

○落札者等の公示 （総務事務センター）……………４

○意見募集の結果の公示 （税　務　課）……………５

　　　　公安委員会

○教習指導員審査の実施について （警察本部運転免許試験課）……………５

　福岡県告示第504号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第505号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

告　　　示

目　　　次

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営土地改良事

業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧

に供する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　平成27年度福岡県地価調査業務委託契約

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県企画・地域振興部総合政策課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年４月３日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　公益社団法人福岡県不動産鑑定士協会

　⑵　住所

　　　福岡市博多区祇園町１番40号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　65,967,048円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第15条１⒝に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　上新入土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

県土整備
事務所名

田　川

道路の
種　類

一　般
国　道

路　線　名

322号

変　更
前後別

前
9.0
～
42.0

8.7
～
31.5

300.0

300.0後

区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

田川市大字伊田4543番１
先から
田川市大字伊田3448番４
先まで

田川市大字伊田4543番１
先から
田川市大字伊田3448番４
先まで

県土整備
事務所名

田　川

道路の
種　類

県　道

路　線　名

田　川 
線直　方

変　更
前後別

前
9.0
～
16.0

9.0
～
23.0

126.0

136.5後

区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

田川市大字伊田3444番２
先から
田川市大字伊田3417番４
先まで

田川市大字伊田3444番７
先から
田川市大字伊田3417番４
先まで
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　　　　告　　　示（第504号－第505号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………１

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………１

　　　　公　　　告

○県営土地改良事業計画の決定 （農村森林整備課）……………２

○落札者等の公示 （総合政策課）……………２

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………２

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………３

○土地改良区の役員の退任 （農村森林整備課）……………３

○特定非営利活動法人設立の認証申請 （社会活動推進課）……………３

○指定介護老人福祉施設の指定 （介護保険課）……………３

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………４

○開発行為に関する工事の完了 （都市計画課）……………４

○落札者等の公示 （情報政策課）……………４

○落札者等の公示 （総務事務センター）……………４

○意見募集の結果の公示 （税　務　課）……………５

　　　　公安委員会

○教習指導員審査の実施について （警察本部運転免許試験課）……………５

　福岡県告示第504号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第505号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条第１項の規定に基づき、県営土地改良事

業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、その関係書類を次のように縦覧

に供する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　平成27年度福岡県地価調査業務委託契約

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県企画・地域振興部総合政策課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年４月３日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　公益社団法人福岡県不動産鑑定士協会

　⑵　住所

　　　福岡市博多区祇園町１番40号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　65,967,048円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第15条１⒝に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　上新入土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　柳川南部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月21日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人広川町歴史と文化を守る会

　⑵　代表者の氏名

　　　中村　光雄

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　八女郡広川町大字吉常268番地

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、広川町民及びその他の住民に対して、広川町の歴史と文化の保存活

　　用に関する事業を行い、文化の発展に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号の規定に基づき、介護老人

福祉施設を指定したので、同法第93条第１号及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省

公　　　告

縦覧に供する書類 縦覧期間 縦覧場所

県営御手洗地区土地改良（農業用ため池
整備）事業計画書の写し

平成27年５月19日から
平成27年６月16日まで

豊前市役所

氏　　　名 住　　　　　　　所

直方市大字上新入2961番地貞光　弘利

直方市大字上新入3445番地磯邉　照義

直方市大字上新入2901番地石田　豊隆

直方市大字下新入2620番地岡松　秀樹

直方市大字上新入2611番地高倉　実

直方市大字上新入3433番地貞光　幸一

直方市大字下新入1604番地田代　隆幸

直方市大字上新入3430番地貞光　誠一

氏　　　名 住　　　　　　　所

直方市大字上新入2904番地田代　健一

直方市大字上新入2985番地石田　幸男

令第36号）第135条の２の規定により次のように公示する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市三沢字上棚田3741番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市三沢3912番地３

　　藤吉　洋公
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市牛頸二丁目2148番３、2148番７から2148番16まで、及びこれらの区域内の

道路である大野城市有地（2148番５及び里道）の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市博多区博多駅東三丁目６番23号

　　ファースト住建　株式会社　福岡支店

　　代表取締役　中島　雄司
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　福岡県団体内統合宛名システム構築等業務委託　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県企画・地域振興部情報政策課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年４月22日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社日立製作所　九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市早良区百道浜二丁目１番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　41,731,200円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年３月13日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　庶務事務システム保守運用業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部総務事務センター

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年４月１日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　富士電機株式会社　九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市博多区店屋町５番18号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,476,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第15条１⒝及び⒟該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免について（昭和53年10月31日

53税第910号総務部長通達）の一部改正案について、平成27年３月11日から平成27年４

月９日までの間、御意見を募集しました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、文言の一部を整理し、平成27

年４月22日に改正しました。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　問合せ先

　　総務部税務課直税第二係

　　電話：092－643－3067

　　メールアドレス：zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県公安委員会告示第158号

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の３第４項第１号

イの規定に基づき、教習指導員審査を実施するので、技能検定員審査等に関する規則（

平成６年国家公安委員会規則第３号）第10条第２項の規定により、次のように公示する

。

　　平成27年５月19日

福岡県公安委員会　　

１　審査の種類

　　教習指導員審査

２　審査に係る運転免許の種類

　　道路交通法第84条第３項及び第４項に規定する運転免許の種類とする。ただし、小

型特殊免許、原付免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許を除く。

３　審査の実施年月日時、場所等 

４　審査の申請手続等及び受付期間

　⑴　審査の申請手続等

　　ア　審査申請書１部に写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無

背景、縦３センチメートル、横2.4センチメートルのもの）、審査自動車を運転

することができる運転免許証（仮運転免許証を除く。）の両面を複写したもの及

び次の表に掲げる審査手数料を添えて、福岡県警察本部交通部運転免許試験課へ

提出すること。

　　イ　審査細目の一部を免除される者であるときは、一部免除に該当する者であるこ

とを証する書面を併せて提出すること。

　　ウ　審査申請書の用紙は、福岡県警察本部交通部運転免許試験課で交付する。

　　　　郵便により審査申請書の用紙を請求する場合は、宛先及び郵便番号を明記して

82円切手を貼付した返信用封筒を必ず同封すること。

　　エ　審査手数料は、福岡県領収証紙により納入すること。

　　　　なお、審査申請書を受理した後は、理由の如何にかかわらず審査手数料の返還

は行わない。

　　オ　郵送による審査申請の申込みは、必ず郵便書留によること。

　⑵　受付期間

　　ア　審査申請の受付期間は、公示の日から平成27年６月10日（水曜日）まで（福岡

県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）に規定する県の休日を除く

。）の午前８時30分から午後５時15分までとする。

　　イ　郵送による審査申請の申込みは、公示の日から平成27年６月10日（水曜日）ま

での消印があるものを有効とする。

５　その他

　⑴　第二種免許に係る審査受審者については、当該自動車を運転することができる運

転免許証、対応する第一種免許に係る教習指導員資格者証を受けていること。

　⑵　審査を受ける場合は、自動車運転免許証（仮運転免許証を除く。）を携帯してお

くこと。

　⑶　審査に合格した者に対しては、教習指導員審査合格証明書を交付する。

　⑷　審査に合格した者であっても、法第99条の３第４項第２号イからハまでのいずれ

かに該当する者は、教習指導員資格者証の交付を受けることはできない。

　⑸　審査手続、審査手数料及びその他の問合せは、福岡県警察本部交通部運転免許試

験課教習所係に対して行うこと。

連 絡 先　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係

郵便番号　811-1392

所 在 地　福岡市南区花畑四丁目７番１号

電話番号　092-566-2892
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４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　柳川南部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月21日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人広川町歴史と文化を守る会

　⑵　代表者の氏名

　　　中村　光雄

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　八女郡広川町大字吉常268番地

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、広川町民及びその他の住民に対して、広川町の歴史と文化の保存活

　　用に関する事業を行い、文化の発展に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号の規定に基づき、介護老人

福祉施設を指定したので、同法第93条第１号及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省

氏　　　名 住　　　　　　　所

直方市大字上新入2961番地貞光　弘利

直方市大字上新入3445番地磯邉　照義

直方市大字上新入2901番地石田　豊隆

直方市大字下新入2620番地岡松　秀樹

直方市大字上新入2611番地高倉　実

直方市大字上新入3433番地貞光　幸一

直方市大字下新入1604番地田代　隆幸

直方市大字上新入3430番地貞光　誠一

氏　　　名 住　　　　　　　所

直方市大字上新入2904番地田代　健一

直方市大字上新入2985番地石田　幸男

氏　　　名 住　　　　　　　所

柳川市大浜町1766番地19古賀　光次

氏　　　名 住　　　　　　　所

柳川市大浜町1642番地51山田　國弘

氏　　　名 住　　　　　　　所

豊前市大字下河内1950番地青木　操

令第36号）第135条の２の規定により次のように公示する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市三沢字上棚田3741番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市三沢3912番地３

　　藤吉　洋公
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市牛頸二丁目2148番３、2148番７から2148番16まで、及びこれらの区域内の

道路である大野城市有地（2148番５及び里道）の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市博多区博多駅東三丁目６番23号

　　ファースト住建　株式会社　福岡支店

　　代表取締役　中島　雄司
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　福岡県団体内統合宛名システム構築等業務委託　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県企画・地域振興部情報政策課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年４月22日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社日立製作所　九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市早良区百道浜二丁目１番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　41,731,200円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年３月13日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　庶務事務システム保守運用業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部総務事務センター

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年４月１日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　富士電機株式会社　九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市博多区店屋町５番18号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,476,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第15条１⒝及び⒟該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免について（昭和53年10月31日

53税第910号総務部長通達）の一部改正案について、平成27年３月11日から平成27年４

月９日までの間、御意見を募集しました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、文言の一部を整理し、平成27

年４月22日に改正しました。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　問合せ先

　　総務部税務課直税第二係

　　電話：092－643－3067

　　メールアドレス：zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県公安委員会告示第158号

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の３第４項第１号

イの規定に基づき、教習指導員審査を実施するので、技能検定員審査等に関する規則（

平成６年国家公安委員会規則第３号）第10条第２項の規定により、次のように公示する

。

　　平成27年５月19日

福岡県公安委員会　　

１　審査の種類

　　教習指導員審査

２　審査に係る運転免許の種類

　　道路交通法第84条第３項及び第４項に規定する運転免許の種類とする。ただし、小

型特殊免許、原付免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許を除く。

３　審査の実施年月日時、場所等 

４　審査の申請手続等及び受付期間

　⑴　審査の申請手続等

　　ア　審査申請書１部に写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無

背景、縦３センチメートル、横2.4センチメートルのもの）、審査自動車を運転

することができる運転免許証（仮運転免許証を除く。）の両面を複写したもの及

び次の表に掲げる審査手数料を添えて、福岡県警察本部交通部運転免許試験課へ

提出すること。

　　イ　審査細目の一部を免除される者であるときは、一部免除に該当する者であるこ

とを証する書面を併せて提出すること。

　　ウ　審査申請書の用紙は、福岡県警察本部交通部運転免許試験課で交付する。

　　　　郵便により審査申請書の用紙を請求する場合は、宛先及び郵便番号を明記して

82円切手を貼付した返信用封筒を必ず同封すること。

　　エ　審査手数料は、福岡県領収証紙により納入すること。

　　　　なお、審査申請書を受理した後は、理由の如何にかかわらず審査手数料の返還

は行わない。

　　オ　郵送による審査申請の申込みは、必ず郵便書留によること。

　⑵　受付期間

　　ア　審査申請の受付期間は、公示の日から平成27年６月10日（水曜日）まで（福岡

県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）に規定する県の休日を除く

。）の午前８時30分から午後５時15分までとする。

　　イ　郵送による審査申請の申込みは、公示の日から平成27年６月10日（水曜日）ま

での消印があるものを有効とする。

５　その他

　⑴　第二種免許に係る審査受審者については、当該自動車を運転することができる運

転免許証、対応する第一種免許に係る教習指導員資格者証を受けていること。

　⑵　審査を受ける場合は、自動車運転免許証（仮運転免許証を除く。）を携帯してお

くこと。

　⑶　審査に合格した者に対しては、教習指導員審査合格証明書を交付する。

　⑷　審査に合格した者であっても、法第99条の３第４項第２号イからハまでのいずれ

かに該当する者は、教習指導員資格者証の交付を受けることはできない。

　⑸　審査手続、審査手数料及びその他の問合せは、福岡県警察本部交通部運転免許試

験課教習所係に対して行うこと。

連 絡 先　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係

郵便番号　811-1392

所 在 地　福岡市南区花畑四丁目７番１号

電話番号　092-566-2892
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４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　柳川南部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月21日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人広川町歴史と文化を守る会

　⑵　代表者の氏名

　　　中村　光雄

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　八女郡広川町大字吉常268番地

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、広川町民及びその他の住民に対して、広川町の歴史と文化の保存活

　　用に関する事業を行い、文化の発展に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号の規定に基づき、介護老人

福祉施設を指定したので、同法第93条第１号及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省

令第36号）第135条の２の規定により次のように公示する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市三沢字上棚田3741番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市三沢3912番地３

　　藤吉　洋公
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市牛頸二丁目2148番３、2148番７から2148番16まで、及びこれらの区域内の

道路である大野城市有地（2148番５及び里道）の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市博多区博多駅東三丁目６番23号

　　ファースト住建　株式会社　福岡支店

　　代表取締役　中島　雄司
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　福岡県団体内統合宛名システム構築等業務委託　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県企画・地域振興部情報政策課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年４月22日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社日立製作所　九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市早良区百道浜二丁目１番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　41,731,200円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年３月13日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　庶務事務システム保守運用業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部総務事務センター

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年４月１日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　富士電機株式会社　九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市博多区店屋町５番18号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,476,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第15条１⒝及び⒟該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免について（昭和53年10月31日

53税第910号総務部長通達）の一部改正案について、平成27年３月11日から平成27年４

月９日までの間、御意見を募集しました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、文言の一部を整理し、平成27

年４月22日に改正しました。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　問合せ先

　　総務部税務課直税第二係

　　電話：092－643－3067

　　メールアドレス：zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県公安委員会告示第158号

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の３第４項第１号

イの規定に基づき、教習指導員審査を実施するので、技能検定員審査等に関する規則（

平成６年国家公安委員会規則第３号）第10条第２項の規定により、次のように公示する

。

　　平成27年５月19日

福岡県公安委員会　　

１　審査の種類

　　教習指導員審査

２　審査に係る運転免許の種類

　　道路交通法第84条第３項及び第４項に規定する運転免許の種類とする。ただし、小

型特殊免許、原付免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許を除く。

３　審査の実施年月日時、場所等 

４　審査の申請手続等及び受付期間

　⑴　審査の申請手続等

　　ア　審査申請書１部に写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無

背景、縦３センチメートル、横2.4センチメートルのもの）、審査自動車を運転

することができる運転免許証（仮運転免許証を除く。）の両面を複写したもの及

び次の表に掲げる審査手数料を添えて、福岡県警察本部交通部運転免許試験課へ

提出すること。

　　イ　審査細目の一部を免除される者であるときは、一部免除に該当する者であるこ

とを証する書面を併せて提出すること。

　　ウ　審査申請書の用紙は、福岡県警察本部交通部運転免許試験課で交付する。

　　　　郵便により審査申請書の用紙を請求する場合は、宛先及び郵便番号を明記して

82円切手を貼付した返信用封筒を必ず同封すること。

　　エ　審査手数料は、福岡県領収証紙により納入すること。

　　　　なお、審査申請書を受理した後は、理由の如何にかかわらず審査手数料の返還

は行わない。

　　オ　郵送による審査申請の申込みは、必ず郵便書留によること。

　⑵　受付期間

　　ア　審査申請の受付期間は、公示の日から平成27年６月10日（水曜日）まで（福岡

県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）に規定する県の休日を除く

。）の午前８時30分から午後５時15分までとする。

　　イ　郵送による審査申請の申込みは、公示の日から平成27年６月10日（水曜日）ま

での消印があるものを有効とする。

５　その他

　⑴　第二種免許に係る審査受審者については、当該自動車を運転することができる運

転免許証、対応する第一種免許に係る教習指導員資格者証を受けていること。

　⑵　審査を受ける場合は、自動車運転免許証（仮運転免許証を除く。）を携帯してお

くこと。

　⑶　審査に合格した者に対しては、教習指導員審査合格証明書を交付する。

　⑷　審査に合格した者であっても、法第99条の３第４項第２号イからハまでのいずれ

かに該当する者は、教習指導員資格者証の交付を受けることはできない。

　⑸　審査手続、審査手数料及びその他の問合せは、福岡県警察本部交通部運転免許試

験課教習所係に対して行うこと。

連 絡 先　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係

郵便番号　811-1392

所 在 地　福岡市南区花畑四丁目７番１号

電話番号　092-566-2892

サービス
の 種 類

介 護 保 険
事業所番号

施設の名称
及び所在地

指　定
年月日

4078400357

開設者の名称

介護福祉施
設サービス

特別養護老人ホームゆめ広川
福岡県八女郡広川町大字広川
2567番１

社会福祉法人筑陽
会

平成27年
５月１日
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４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　柳川南部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月21日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人広川町歴史と文化を守る会

　⑵　代表者の氏名

　　　中村　光雄

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　八女郡広川町大字吉常268番地

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、広川町民及びその他の住民に対して、広川町の歴史と文化の保存活

　　用に関する事業を行い、文化の発展に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号の規定に基づき、介護老人

福祉施設を指定したので、同法第93条第１号及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省

令第36号）第135条の２の規定により次のように公示する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市三沢字上棚田3741番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市三沢3912番地３

　　藤吉　洋公
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市牛頸二丁目2148番３、2148番７から2148番16まで、及びこれらの区域内の

道路である大野城市有地（2148番５及び里道）の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市博多区博多駅東三丁目６番23号

　　ファースト住建　株式会社　福岡支店

　　代表取締役　中島　雄司
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　福岡県団体内統合宛名システム構築等業務委託　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県企画・地域振興部情報政策課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年４月22日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社日立製作所　九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市早良区百道浜二丁目１番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　41,731,200円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年３月13日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　庶務事務システム保守運用業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部総務事務センター

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年４月１日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　富士電機株式会社　九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市博多区店屋町５番18号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,476,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第15条１⒝及び⒟該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免について（昭和53年10月31日

53税第910号総務部長通達）の一部改正案について、平成27年３月11日から平成27年４

月９日までの間、御意見を募集しました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、文言の一部を整理し、平成27

年４月22日に改正しました。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　問合せ先

　　総務部税務課直税第二係

　　電話：092－643－3067

　　メールアドレス：zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県公安委員会告示第158号

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の３第４項第１号

イの規定に基づき、教習指導員審査を実施するので、技能検定員審査等に関する規則（

平成６年国家公安委員会規則第３号）第10条第２項の規定により、次のように公示する

。

　　平成27年５月19日

福岡県公安委員会　　

１　審査の種類

　　教習指導員審査

２　審査に係る運転免許の種類

　　道路交通法第84条第３項及び第４項に規定する運転免許の種類とする。ただし、小

型特殊免許、原付免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許を除く。

３　審査の実施年月日時、場所等 

４　審査の申請手続等及び受付期間

　⑴　審査の申請手続等

　　ア　審査申請書１部に写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無

背景、縦３センチメートル、横2.4センチメートルのもの）、審査自動車を運転

することができる運転免許証（仮運転免許証を除く。）の両面を複写したもの及

び次の表に掲げる審査手数料を添えて、福岡県警察本部交通部運転免許試験課へ

提出すること。

　　イ　審査細目の一部を免除される者であるときは、一部免除に該当する者であるこ

とを証する書面を併せて提出すること。

　　ウ　審査申請書の用紙は、福岡県警察本部交通部運転免許試験課で交付する。

　　　　郵便により審査申請書の用紙を請求する場合は、宛先及び郵便番号を明記して

82円切手を貼付した返信用封筒を必ず同封すること。

　　エ　審査手数料は、福岡県領収証紙により納入すること。

　　　　なお、審査申請書を受理した後は、理由の如何にかかわらず審査手数料の返還

は行わない。

　　オ　郵送による審査申請の申込みは、必ず郵便書留によること。

　⑵　受付期間

　　ア　審査申請の受付期間は、公示の日から平成27年６月10日（水曜日）まで（福岡

県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）に規定する県の休日を除く

。）の午前８時30分から午後５時15分までとする。

　　イ　郵送による審査申請の申込みは、公示の日から平成27年６月10日（水曜日）ま

での消印があるものを有効とする。

５　その他

　⑴　第二種免許に係る審査受審者については、当該自動車を運転することができる運

転免許証、対応する第一種免許に係る教習指導員資格者証を受けていること。

　⑵　審査を受ける場合は、自動車運転免許証（仮運転免許証を除く。）を携帯してお

くこと。

　⑶　審査に合格した者に対しては、教習指導員審査合格証明書を交付する。

　⑷　審査に合格した者であっても、法第99条の３第４項第２号イからハまでのいずれ

かに該当する者は、教習指導員資格者証の交付を受けることはできない。

　⑸　審査手続、審査手数料及びその他の問合せは、福岡県警察本部交通部運転免許試

験課教習所係に対して行うこと。

連 絡 先　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係

郵便番号　811-1392

所 在 地　福岡市南区花畑四丁目７番１号

電話番号　092-566-2892

公安委員会

日　　　時 項目 場　　　所 審査種別

平成27年６月18日（木曜日）
午前９時00分から午後３時00分まで

平成27年６月19日（金曜日）
午前９時00分から午後６時00分まで

知識

技能

福岡市中央区天神４丁目４
番27号天神第二ビル
福岡県指定自動車学校協会

福岡県朝倉市一木59番地４
甘木自動車学校

福岡市城南区田島６丁目12
番26号
福岡県自動車学校

大型・中型
大特・牽引
大自二・普自二
大型二種
中型二種

普通・普通二種

平成27年６月22日（月曜日）
午前９時00分から午後５時00分まで

平成27年６月23日（火曜日）
午前９時00分から午後５時00分まで
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４　就任監事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　柳川南部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和

24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　就任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　合河北部土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律

第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

退任理事

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づき、特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり公告す

る。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　申請のあった年月日

　　平成27年４月21日

２　申請に係る特定非営利活動法人

　⑴　名称

　　　ＮＰＯ法人広川町歴史と文化を守る会

　⑵　代表者の氏名

　　　中村　光雄

　⑶　主たる事務所の所在地

　　　八女郡広川町大字吉常268番地

　⑷　定款に記載された目的

　　　この法人は、広川町民及びその他の住民に対して、広川町の歴史と文化の保存活

　　用に関する事業を行い、文化の発展に寄与することを目的とする。
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　介護保険法（平成９年法律第123号）第48条第１項第１号の規定に基づき、介護老人

福祉施設を指定したので、同法第93条第１号及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省

令第36号）第135条の２の規定により次のように公示する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　小郡市三沢字上棚田3741番５

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　小郡市三沢3912番地３

　　藤吉　洋公
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　大野城市牛頸二丁目2148番３、2148番７から2148番16まで、及びこれらの区域内の

道路である大野城市有地（2148番５及び里道）の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市博多区博多駅東三丁目６番23号

　　ファースト住建　株式会社　福岡支店

　　代表取締役　中島　雄司
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　福岡県団体内統合宛名システム構築等業務委託　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県企画・地域振興部情報政策課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年４月22日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社日立製作所　九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市早良区百道浜二丁目１番１号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　41,731,200円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年３月13日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　庶務事務システム保守運用業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部総務事務センター

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

　　平成27年４月１日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　富士電機株式会社　九州支社

　⑵　住所

　　　福岡市博多区店屋町５番18号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　37,476,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

　　政府調達に関する協定第15条１⒝及び⒟該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　身体障害者等に対する自動車税及び自動車取得税の減免について（昭和53年10月31日

53税第910号総務部長通達）の一部改正案について、平成27年３月11日から平成27年４

月９日までの間、御意見を募集しました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、文言の一部を整理し、平成27

年４月22日に改正しました。

　　平成27年５月19日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　問合せ先

　　総務部税務課直税第二係

　　電話：092－643－3067

　　メールアドレス：zeimu@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県公安委員会告示第158号

　道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第99条の３第４項第１号

イの規定に基づき、教習指導員審査を実施するので、技能検定員審査等に関する規則（

平成６年国家公安委員会規則第３号）第10条第２項の規定により、次のように公示する

。

　　平成27年５月19日

福岡県公安委員会　　

１　審査の種類

　　教習指導員審査

２　審査に係る運転免許の種類

　　道路交通法第84条第３項及び第４項に規定する運転免許の種類とする。ただし、小

型特殊免許、原付免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許を除く。

３　審査の実施年月日時、場所等 

４　審査の申請手続等及び受付期間

　⑴　審査の申請手続等

　　ア　審査申請書１部に写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無

背景、縦３センチメートル、横2.4センチメートルのもの）、審査自動車を運転

することができる運転免許証（仮運転免許証を除く。）の両面を複写したもの及

び次の表に掲げる審査手数料を添えて、福岡県警察本部交通部運転免許試験課へ

提出すること。

　　イ　審査細目の一部を免除される者であるときは、一部免除に該当する者であるこ

とを証する書面を併せて提出すること。

　　ウ　審査申請書の用紙は、福岡県警察本部交通部運転免許試験課で交付する。

　　　　郵便により審査申請書の用紙を請求する場合は、宛先及び郵便番号を明記して

82円切手を貼付した返信用封筒を必ず同封すること。

　　エ　審査手数料は、福岡県領収証紙により納入すること。

　　　　なお、審査申請書を受理した後は、理由の如何にかかわらず審査手数料の返還

は行わない。

　　オ　郵送による審査申請の申込みは、必ず郵便書留によること。

　⑵　受付期間

　　ア　審査申請の受付期間は、公示の日から平成27年６月10日（水曜日）まで（福岡

県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第23号）に規定する県の休日を除く

。）の午前８時30分から午後５時15分までとする。

　　イ　郵送による審査申請の申込みは、公示の日から平成27年６月10日（水曜日）ま

での消印があるものを有効とする。

５　その他

　⑴　第二種免許に係る審査受審者については、当該自動車を運転することができる運

転免許証、対応する第一種免許に係る教習指導員資格者証を受けていること。

　⑵　審査を受ける場合は、自動車運転免許証（仮運転免許証を除く。）を携帯してお

くこと。

　⑶　審査に合格した者に対しては、教習指導員審査合格証明書を交付する。

　⑷　審査に合格した者であっても、法第99条の３第４項第２号イからハまでのいずれ

かに該当する者は、教習指導員資格者証の交付を受けることはできない。

　⑸　審査手続、審査手数料及びその他の問合せは、福岡県警察本部交通部運転免許試

験課教習所係に対して行うこと。

連 絡 先　福岡県警察本部交通部運転免許試験課教習所係

郵便番号　811-1392

所 在 地　福岡市南区花畑四丁目７番１号

電話番号　092-566-2892

審査に係る運転免許の種類 審査手数料の額

14,950円大型免許及び中型免許

11,800円普通免許

9,400円大型二輪免許、普通二輪免許、大型特殊免許及び牽引免許

12,750円大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許

平成27年６月19日（金曜日）
午前９時00分から午後６時00分まで

技能

福岡市中央区天神４丁目４
番27号天神第二ビル
福岡県指定自動車学校協会

福岡県朝倉市一木59番地４
甘木自動車学校

福岡市城南区田島６丁目12
番26号
福岡県自動車学校

大型・中型
大特・牽引
大自二・普自二
大型二種
中型二種

普通・普通二種

平成27年６月22日（月曜日）
午前９時00分から午後５時00分まで

平成27年６月23日（火曜日）
午前９時00分から午後５時00分まで


